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博物館のひろがり
０．オリエンテーション

１）学術情報課程の紹介

２）館務実習について

３）名簿配布

４）受講生による「いちばん印象深かった博物館」の発表

５）見学日程：木曜日１時限を利用した見学

・網走市立美術館「居串佳一展」：9/29、10/6（欠席者は10/1, 15, 29, 11/5の作品解説会に参加のこと）

・博物館網走監獄：10/20、10/27

・北海道立北方民族博物館：11/10、11/17

６）事務連絡

・休講：１０月１７日

１．博物館の範囲

１）どこまでが博物館：動物園、水族館、植物園、美術館、科学館、プラネタリウム

２）これって博物館１：東京港野鳥公園、羅臼ビジターセンター、図書館の展示コーナー

３）これって博物館２：ハウステンボス、ユニバーサルスタジオ、ディズニーランド

２．博物館の分類

１）資料：総合、人文、自然、科学

２）設置者：国立、公立、私立、その他　　市立はどこに区分けされる？

３）法令：登録、相当、類似

４）その他：野外、遠足、放課後、第３世代

３．博物館の多様化

１）古典的博物館：東京国立博物館、大阪市立自然史博物館、大原美術館

２）新しい博物館：プラネタリウム、釧路市こども遊学館、国立新美術館

３）博物館とどこが違う：図書館、公民館、文化ホール、映画館、宝飾店、ウェブサイト



４．世界の博物館化

１）展示の普及

２）記録の活用

３）遺産の認知

４）記憶への欲求

５．定義や法令

１）博物館法　http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO285.html

２）イコム（the International Council of Museums：ICOM=国際博物館会議）　http://icom.museum/

Museum Definition　http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html

イコム日本委員会　http://www.museum.or.jp/icom-japan/hp/index.html

＊ http://www.museum.or.jp/icom-J/　はミラーサイトと言っているが内容やリンクが古く使用しないこと。

３）ユネスコ（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization=国際連合教育科学文化機関）

http://www.unesco.org/new/en/unesco/

Recommendation concerning the Most Effective Means of Rendering Museums Accessible to Everyone

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13063&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

和訳「博物館をあらゆる人に開放する最も有効な方法に関する勧告」 http://www.mext.go.jp/unesco/009/004/004.pdf

＊イコムの規約やユネスコの勧告は国立教育政策研究所社会教育実践研究センター2006『博物館に関する基礎資

料』「博物館についての国際的規程、条約等」にまとめられている。

http://www.nier.go.jp/jissen/book/18_24/18_24_06.pdf

＊＊リンクが張って無くても固有名詞や重要語句はインターネットで検索閲覧しておくこと。


